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記載内容を次のとおり訂正します。 

訂正前 訂正後 
特記仕様書 
1-5 配置技術者に関する事項 

1-5-1 配置技術者の資格 
1. 主任技術者である場合は、建設業法の許可業種（電気通

信工事業）に係る資格を有する者であること。 

2. 監理技術者である場合は、建設業法の許可業種（電気通

信工事業）に係る資格を有するものであり、さらに監理

技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者で

あること。 

1-5-2 配置技術者の工事経験 

配置予定の現場代理人、主任技術者または監理技術者の

うち、いずれかの者が、平成 19 年度以降において、元請と

して完成・引渡しが完了した、下記の施工経験を有するこ

と。（共同企業体の構成員としての施工実績は、出資比率

が 20%以上の場合のものに限る。） 

なお、施工経験における従事役職は問わない。また、経験

を有する者が現場代理人のみであった場合には、その者は
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建設業法に基づく資格（電気通信工事業）を有している者

でなければならない。 

１受電箇所において、複数の負荷設備に電力を供給

し、停電時に一部の負荷設備を自動的に発電設備に切

替える機能及び遠方監視制御のための外部入出力機能

を有する特別高圧受配電設備又は高圧受配電設備につ

いて、機器の設置及び試験調整を実施した工事 
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